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令和８年度桜川総合運動公園施設管理業務（長期継続契約）仕様書 

 

１．目 的 

      桜川総合運動公園の受付業務を委託することにより、施設の運営を円滑に行い、利用

者へのサービス向上を図る。この施設は市職員が不在のため、施設管理、運営及び利用

者への指示等の業務を委託し、社会体育施設としての機能を最大限に発揮していくこと

を目的とする。 

 

２．履行場所 

      施設名 桜川総合運動公園（勤務場所：野球場事務室） 

      所 在 稲敷市柏木４－５ 

 

３．委託期間 

契約期間  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

履行期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４．勤務時間及び人員 

  (1)  平 日    ８時３０分から１７時１５分まで １名 

  (2)  休 日    ８時３０分から１７時１５分まで １名（休日は土・日・祝日とする） 

     ① 上記のとおり常勤するものとし、入れ替わるときには十分な引き継ぎを実施するこ

と。 

② 大会等の施設使用時間に応じ、必要な場合には委託者との調整により勤務時間の 

調整に対応すること。 

     ③ 勤務者には受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。 

    ④ １日の勤務時間が６時間を超える場合は４５分、８時間を超える場合は６０分の休

憩時間を勤務時間内におくこと。 

 

５．業務内容 

  (1)  施設の管理と運営 

     ① 日常的な施設管理（各施設の施錠等防犯管理及び防火管理と巡回、点検、清掃等） 

 ② 施設に係る使用申請の受領、許可書の交付、予約状況の問合せ等への対応（電話応 

対含む。） 

     ③ 施設利用者に対する施設備品の貸出、使用方法の説明 

     ④ 施設備品、消耗品の管理及び安全性の確認 

     ⑤ 終了時間の案内、後かたづけの指示等 

     ⑥ 委託者への報告（予約、利用者数、使用状況等） 

     ⑦ キャッシュレス対応レジを用いた使用料の徴収及び管理 

     ⑧ 施設予約システムを用いた予約管理 

  (2)  その他施設内での簡易な委託業務 

     ① 照明の正常な点灯の確認（日常的な施設管理の範囲内） 



② 雨天時の雨漏り等の記録と報告 

③ 日常的な施設（事務室、給湯室、その他）の清掃及び管理事務所周辺及び児童広 

場内のごみ拾い 

④ 運動公園内の巡回確認（危険個所、損害箇所等の記録と報告） 

⑤ その他、施設管理上必要な日常的で軽易な業務 

 

６．休園日及び開園時間                              

(1) 休園日 

① 年末年始  （１２月２９日から１月３日 まで ） 

    ② 毎週月曜日（ただし月曜日が国民の祝日の場合はその翌日） 

     ③ 上記のほか、特に必要な臨時休園日 

(2) 開園時間  午前８時３０分より午後１０時まで 

 

７．服務規程 

  (1) 業務員は、本業務を行うにふさわしい制服等を着用すること。制服等は受託者の負担

とする。 

  (2) 業務員は、業務上知り得たことについて第三者に漏らしてはならない。 

  (3) 業務員は、施設の秩序及び規律を乱し業務の円滑な遂行を妨げるような行為をしては

ならない。業務員に著しく不当と認める行為があるときは、受託者に対してその理由を

明示し、業務員の交替を求めることができる。 

  (4) 業務員は、施設内外において来園者と接する場合は親切に対応し、来園者を差別した

り不快の念を与えたりするような言動には十分に注意すること。 

  (5) 業務員は、委託者が実施する消防訓練、その他の施設管理上必要な事業に参加しなけ

ればならない。 

 

８．業務計画書等の提出 

  (1) 受託者は、契約締結後直ちに業務組織表及び各業務実施計画書を委託者に提出し、承

諾を得るものとする。 

  (2) 受託者は、各業務別実施状況について、当該仕様書の定めに従い業務報告書を提出す

るものとする。報告書、日誌、記録等の報告書類の様式は、双方協議の上定める。 

 

９．その他 

  (1) 本業務を円滑に履行するため、各業務に業務責任者を配置すること。業務責任者は、

その業務遂行上常に委託者の係員との連絡を緊密にし、必要な連絡報告を行う。 

  (2) 委託業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢等を記載した名簿及び資格証等

の写しを届けるものとする。また、常に教育訓練を行い業務内容の向上に努めること。 

  (3) 業務の遂行にあたっては関係法令を遵守し、施設の安全と良好な環境の保持に努める

こと。 

  (4) 各業務実施に伴う業務記録を作成し現場に保管するとともに、必要に応じて委託者に

提出すること。なお、業務完了時は、その都度委託者に報告書を提出し確認を受けなけ



ればならない。業務に係る支払いは月払いとする。 

  (5) 業務遂行に必要な光熱水費については委託者の負担とする。ただし、極力節約をして

使用すること。 

  (6) この仕様書は本委託業務の大綱であり、現場の状況等に応じ記載されていない事項に

ついても誠意を持ってそれにあたること。 

 (7) この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による 

長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、

当該契約に係る委託者の歳出予算において減額又は削除があった場合、委託者は、こ

の契約を変更し、又は解除することができる。 

  



金  額

(1) 8:30～17:15（8時間/日 × １人） 189 日 円/日 円

(2) 8:30～17:15（8時間/日 × １人） 118 日 円/日 円

(3) 円

円

円

円

◆令和８年度桜川総合運動公園施設管理業務（長期継続契約）内訳書  

内  容 数量 単価

施設管理

平日

総　計

休日

管理費

年間合計額

消費税

[入札書記載額]



委託管理区域 平面図

管理事務所

学校施設のため管理外


